
御池通沿道関係者協議会 －参考資料－

○用途地域：商業地域

○高度地区：４５ｍ高度地区

○建ぺい率：８０％

○容 積 率：７００％

○美観地区：美観２種地域二条城、鴨川近辺）

　　　　　　美観５種地域（烏丸通）

○歴史的意匠建造物：沿道に３件あり

○関連条例：

　・京都市中高層建築物等の建築に係る　
　　住環境の保全及び形成に関する条例

　・京都市屋外広告物等に関する条例

○建物用途：商業･業務系が約６～７割

○１階用途：商業用途を含むものが約半分

＜御池通沿道の概要（詳細は次頁以降を参照）＞

○現在の管理の状況：街路樹等、歩道照明

　　　　　　　　　　美化推進強化区域

　　　　　　　　　　放置自転車等対策



現在の管理状況

●街路樹等の管理

　　・散水は、適宜実施している。

　　・低木の剪定は、１回／年。その他、適宜実施している。

　　・除草は、２回／年。その他、適宜実施している。

●歩道照明

　　・歩道の照明灯は１０ルクスを確保するように設置して
　　　いる。

烏丸御池交差点西側の公衆便所
（点線内のギャラリーは地元で管理）

●美化推進

　　・京都市美化推進条例（昭和56年10月）に
　　　おいて、御池通は美化推進強化区域に指
　　　定されている。（平成９年７月に指定）

　　・それに伴い、ゴミ箱と啓発看板を設置し

　　　ている。



放置自転車等対策
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●放置自転車等対策

　　・放置自転車等に警告及び撤去を実施。

　　　（放置自転車等撤去警告看板設置箇所は下図参照）

　　・月に１～２回撤去している。

　　・中立売警察署は、河原町御池及び木屋町御池の交差点
　　　周辺で二輪の駐車違反取締りを実施。



用途地域

　市街地にいろいろな用途の建築物が無秩序に

建築されると（例えば、都心に危険性が大きい

工場ができたりすると）、住みにくいまちにな

るため、そのようなことが起こらないよう、地

域によって建てられる用途を制限したものが用

途地域である。　

御池通沿道は 商業地域 に指定されている。

用途地域とは？

・ビルや大型店舗が集まる都心の業務用地とし

　て、その利便を増進するために指定された地

　域。

・工場・倉庫等で規模の大きなものなど、一部

　制限を受ける以外は全ての建築が可能。

・ただし、風営法及び条例で制限される用途及

　び区域が別に設定されている。 (次頁参照)

商業地域とは？

近隣商業地域

第一種住居地域

近隣商業地域

商業地域
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高度地区

　高層建築物が無秩序に建築されると、日照、

通風などが妨げられるばかりか、都市の景観

上も良くないため、建築物の高さの最高限度

と敷地の北側の隣地境界線又は前面道路の反

対側の境界線からの斜め制限(北側斜線制限 )

を指定したものが高度地区である。

高度地区とは？

御池通沿道は ４５ｍ高度地区
に指定されている。 (一部を除く)
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建ぺい率と容積率

御池通沿道は　７００％　に指定されている。

　　 (鴨川付近のみ６００％に指定 )

　建築物の建築面積(通常の場合、いわゆる１階

の建て坪と同じ)の敷地面積に対する割合をいう。

＜例＞　敷地面積が５００㎡で建物の１階面積

　　　　 が４００㎡であれば、建ぺい率８０％

下図の区域は二条城を除き、８０％　に指

定されている。(※角地や建築物の防火性能

により割増規定がある。)

　建築物の各階の床面積の合計の敷地面積に対す

る割合をいう。

＜例＞　敷地面積が５００㎡で建物の延床面積が

　　　　２０００㎡であれば、容積率は４００％

建ぺい率とは？ 容積率とは？
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高さ、容積率をとりまく経緯

・大正13年～昭和48年の間は、建築基準法（旧

　市街地建築物法）の規定により、商業地域は全
　国一律３１ｍの高さ制限が課せられていた。

商業地域では全国一律３１ｍの高さ制限

（大正13年～昭和48年）

高さ制限の撤廃　→　容積率制度の導入

都心部幹線道路沿道は７００％に指定

（昭和４８年）

・昭和４８年から建築基準法による高さ制限が低
　層住宅地を除き撤廃され、代わりに容積率によ
　るボリュームコントロールが行われることとな
　った。

・御池通を含む都心部の幹線道路沿道は、既に容
　積率６００％を超える建築物が多数存在し、ま
　た将来の土地利用動向を勘案し、容積率７００
　％に指定した。

高度地区の指定

都心部幹線道路沿道は４５ｍに指定

（昭和４８年）

・同時に京都市では住環境と市街地景観の保全を
　図る観点から、都市計画法に基づく高度地区を
　指定した。都心部の幹線道路沿道は４５ｍの高
　さ制限を行った。



美観地区、文化財等

黒線：学区界

赤線：美観地区

京都固有の景観の維持が目的

　・明治時代、大正時代及び昭和時代の景観

　　を継承している旧市街地の町並み景観の

　　整備を図れるように制度を定めた。

　・地域の特色に応じて、第１種～第５種ま

　　で種別を分けている。

美観地区制度

市長の承認が必要

　　建築物の新築等を行う場合や外観の変更

　を行う場合には、市長の承認が必要。

　地域固有の歴史的なデザインを保全し、更に

地域の景観整備の核施設として活用し、地域特

色の豊かな町並み景観の整備に役立てる。

歴史的意匠建造物
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美観地区(第２種,第５種)の内容

美観地区 第５種地域

　　　外壁は落ち着い
　　　た色調とする 周辺の高さを意識

し、飛び出す場合
は後退する等スカ
イラインを整える

屋上設備を見せない

　　塔屋デザイン　
　　を工夫する

外壁の後退でアメニティ
の高い歩行空間をつくる

駐車場出入口を設ける場合は
開口規模、意匠に配慮する

特色ある街角の創出
に寄与する

美観地区 第２種地域

　　側壁面が見える場合は
　　意匠を施すものとする

最高部分の高さが15ｍ
(塔屋を除く)以下

傾斜屋根又は深い軒庇で凝態自然素材系の材で葺く

　　屋外階段でファサードを構成しない
　　３階以上をセットバックし、広がりの
　　あるスカイラインを確保する

　切妻平入り屋根を推奨する(4～5寸勾配)
　日本瓦または準じる素材

できるだけ軒庇を設け、

隣家と連続するように配置

京様又は和風を基調とする
自然素材がもつ色を基調とする
アルミ等の金属建具は着色して使用

塔屋６ｍ以下

道路に面する１階壁面ができるだけ
隣家と連続するように配置する

低層部はデザインやテクス
チュアに変化を与え、豊か
な表情をつくる



関連条例(中高層、屋外広告物等)

京都市中高層建築物等の建築に係る

住環境の保全及び形成に関する条例

(平成11年５月 )

①高さが17ｍを超える建築物又は高さが10ｍ

　を超える建築物で商業地域、工業地域以外

　の用途地域に日影を生じさせるもの

②共同住宅（他の用途と併せたものを含む）

　の用途に供する建築物のうち階数が３以上

　で、かつ、住戸の数が15以上のもの。

1.事前公開標識の設置

　　建築物の概要を記載した標識看板の設置

2.事前公開の届出

　　標識を設置後、市に届出

3.近隣住民への説明

　　建築計画及び障害等について説明

4.近隣説明の報告

　　近隣説明の状況を市に報告

御池通沿道は、沿道型屋外広告物規制地域の

第１種地区に指定されている。

規模、意匠、色彩等に関する許可基準が設置

されている。

＜規制・誘導方針＞

　・サイズや色彩の抑制

　・数を減らす工夫

　・スカイラインへの配慮

　・１～２階部分において歩行者に快適で

　　楽しい環境を用意

京都市屋外広告物等に関する条例

(昭和31年11月)

※規制区域の指定等の改正 (平成９年２月 )

御池通の沿道では以下の建築物が対象となる。

建築確認申請の前に以下の手続きが義務づけ

られている。



建物の１階の状況

＜全体概況＞

・商業用途またはそれを含む建物が約半分を

　占めている。

・さらに業務系用途を合わせると、約７割に

　のぼる。

＜烏丸通以西の状況＞

・南側は商業用途の割合が約４割と低い。

・烏丸通以東と違い、１階に店舗等を有しな

　い共同住宅や、建物に付属する駐車場が立

　地する。

＜烏丸通以東の状況＞

・南側は商業用途の割合が約６割と高い。

・共同住宅の１階は商業・業務系の用途に利

　用されている。

御池通沿道建物の１階用途の状況 （件）

商業 業務
共同住宅
(ｴﾝﾄﾗﾝｽ)

その他
建物の付
属駐車場

駐車場 空き地 計

2 4 1 2 0 7 0 3 2 4 8

( 50% ) ( 25% ) ( 0% ) ( 15% ) ( 0% ) ( 6% ) ( 4% ) ( 100% )

1 8 7 0 3 0 1 0 2 9

( 62% ) ( 24% ) ( 0% ) ( 10% ) ( 0% ) ( 3% ) ( 0% ) ( 100% )

4 2 1 9 0 1 0 0 4 2 7 7

( 55% ) ( 25% ) ( 0% ) ( 13% ) ( 0% ) ( 5% ) ( 3% ) ( 100% )

2 0 8 1 5 3 2 1 4 0

( 50% ) ( 20% ) ( 3% ) ( 13% ) ( 8% ) ( 5% ) ( 3% ) ( 100% )

1 2 7 1 4 0 5 3 3 2
( 38% ) ( 22% ) ( 3% ) ( 13% ) ( 0% ) ( 16% ) ( 9% ) ( 100% )

3 2 1 5 2 9 3 7 4 7 2

( 44% ) ( 21% ) ( 3% ) ( 13% ) ( 4% ) ( 10% ) ( 6% ) ( 100% )

7 4 3 4 2 1 9 3 1 1 6 1 4 9
( 50% ) ( 23% ) ( 1% ) ( 13% ) ( 2% ) ( 7% ) ( 4% ) ( 100% )

※宿泊は商業に計上

烏丸通
以東

御池通北側

御池通南側

小計

烏丸通
以西

御池通北側

御池通南側

小計

合　　計



建物の用途の状況

＜烏丸通以東の状況＞

・商業・業務系が約７割、住宅系が約１割を占め

　る。

・北側よりも南側の方が約１割ほど商業・業務系

　の割合が高い。(特に業務系)

＜全体概況＞

・業務系が約４割を占め、最も多い。

・商業系と合わせると約６～７割を占める。

＜烏丸通以西の状況＞

・商業・業務系が約６割、住宅系が約２割を

　占め、烏丸通以東よりも商業・業務系の割

　合が低い。

・南側より北側の方が商業系の割合が高い。

・南側は駐車場が多い。

御池通沿道建物の主用途の状況 （件）

商業 業務 共同住宅 住宅 その他 駐車場 空き地 計

1 4 1 7 4 2 6 3 2 4 8

( 29% ) ( 35% ) ( 8% ) ( 4% ) ( 13% ) ( 6% ) ( 4% ) ( 100% )

5 1 7 3 0 3 1 0 2 9

( 17% ) ( 59% ) ( 10% ) ( 0% ) ( 10% ) ( 3% ) ( 0% ) ( 100% )

1 9 3 4 7 2 9 4 2 7 7

( 25% ) ( 44% ) ( 9% ) ( 3% ) ( 12% ) ( 5% ) ( 3% ) ( 100% )

1 2 1 6 5 2 2 2 1 4 0

( 30% ) ( 40% ) ( 13% ) ( 5% ) ( 5% ) ( 5% ) ( 3% ) ( 100% )

4 1 2 5 1 2 5 3 3 2
( 13% ) ( 38% ) ( 16% ) ( 3% ) ( 6% ) ( 16% ) ( 9% ) ( 100% )

1 6 2 8 1 0 3 4 7 4 7 2

( 22% ) ( 39% ) ( 14% ) ( 4% ) ( 6% ) ( 10% ) ( 6% ) ( 100% )

3 5 6 2 1 7 5 1 3 1 1 6 1 4 9
( 23% ) ( 42% ) ( 11% ) ( 3% ) ( 9% ) ( 7% ) ( 4% ) ( 100% )

※宿泊は商業に計上　　併用住宅は住宅以外の用途で計上

小計

合　　計

烏丸通
以東

御池通北側

御池通南側

小計

烏丸通
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御池通北側

御池通南側


